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平
成
28
年
度
予
算
な
ど
42
議
案

並
び
に
発
議
案
１
件
を
可
決

　

平
成
28
年
第
１
回
定
例
会
は
、
２

月
24
日
か
ら
３
月
18
日
ま
で
の
会
期

24
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
平

成
28
年
度
茂
原
市
一
般
会
計
予
算
を

始
め
と
し
た
予
算
関
係
13
議
案
並
び

に
茂
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組

織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例
制
定

案
な
ど
29
議
案
の
計
42
議
案
が
提
出

さ
れ
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
承
認
、
可
決
、
適

当
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
定
例
会
中
に
議
員
発
議

に
よ
る
１
件
の
提
案
が
あ
り
、
こ
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
副
議
長
の
辞
任
に
伴

い
選
挙
が
行
わ
れ
、
第
36
代
副
議
長

に
金
坂
道
人
議
員
が
当
選
さ
れ
ま
し

た
。

3
月
定
例
会

主な内容
Ｐ２～ P５.............一 般 質 問

P５～ P７..............議案の概要

P８.....................採決結果一覧

　

茂
原
市
議
会
は
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
、

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
を
目
指
し
、
議
会
基

本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
に
基
づ
く
議
会
活
性
化
の
一
環
と

し
て
、
議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

議
会
報
告
会
は
、
議
会
が
直
接
報
告
・
説
明

す
る
こ
と
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
議
会
の
活
動

に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
同
時
に
市
民
の

皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
伺
う
た
め
の
、
情
報
お
よ

び
意
見
交
換
の
場
で
す
。

　

多
く
の
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

◇
日

時　
　

５
月
22
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら

　
　
　
　
　
　
（
受
付　
午
後
１
時
か
ら
）

◇
会

場　
　

茂
原
市
役
所
市
民
室

◇
定

員　
　

１
０
０
名
（
先
着
順
）

　
　
　
　
　
　
※
事
前
申
し
込
み
不
要

◇
内

容　

●
議
員
に
よ
る
３
月
定
例
会

（
第
１
回
定
例
会
）の
報
告
等

　
　
　
　
　

①
予
算
審
査
特
別
委
員
会
の
報
告

（
平
成
28
年
度
一
般
会
計
予
算
）

　
　
　
　
　

②
各
常
任
委
員
会
の
報
告

　
　
　
　
　

③
議
員
定
数
検
討
部
会
の
報
告

　
　
　
　
　

●
参
加
者
と
の
意
見
交
換

◇
問
合
せ　
　

議
会
事
務
局　

⒇
１
５
８
５

第
１
回
議
会
報
告
会
を

開
催
し
ま
す

満開となった茂原公園の桜と水面に映える弁天橋
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３
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質

問
は
、
３
月
２
日
、
３
日
の
２
日

間
に
わ
た
り
８
名
の
議
員
に
よ
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

初
谷　

智
津
枝
議
員�

�

（
平
成
ク
ラ
ブ
）

○
男
女
共
同
参
画
推
進
室
の
設

置
及
び
男
女
平
等
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

問
女
性
の
活
躍
推
進
に
は
男
女
共

同
参
画
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
男
女
共
同
参
画
を
取
り

扱
う
拠
点
と
な
る
「
男
女
共
同
参

画
推
進
室
」
を
設
置
し
、
将
来
的

に
は「
男
女
平
等
条
例
」の
制
定
を

視
野
に
入
れ
施
策
に
取
り
組
む
べ

き
と
思
う
が
、
市
の
見
解
を
伺
う
。

答
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
は
、

「
第
３
次
茂
原
市
男
女
共
同
参
画

計
画
」
の
策
定
に
向
け
、
さ
ら
な

る
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
対
外

的
に
も
対
応
セ
ク
シ
ョ
ン
を
明
確

に
す
る
た
め
、
平
成
27
年
４
月
１

日
か
ら
企
画
政
策
課
「
国
際
化
推

進
係
」
の
名
称
を
「
男
女
共
同
・

国
際
化
係
」
と
変
更
し
、
体
制
の

強
化
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
市
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
に
つ
い
て
は
、
条
例
は
無

い
も
の
の
「
男
女
共
同
参
画
社
会

づ
く
り
協
議
会
」
を
設
置
し
、
推

進
を
図
っ
て
い
る
。
今
後
は
男
女

共
同
参
画
推
進
の
た
め
、
条
例
制

定
も
視
野
に
入
れ
、
調
査
・
研
究

を
進
め
て
い
く
。

○
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

に
お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
活
用
に
つ
い
て

問
Ｐ
Ｐ
Ｐ
と
は
官
と
民
が
パ
ー
ト

ナ
ー
を
組
み
事
業
を
行
う
新
し
い

公
民
連
携
の
形
態
で
あ
る
。
公
共

施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
で

は
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
な
ど
民
間
活
力
を
活

用
し
て
機
能
を
維
持
・
向
上
さ
せ

改
修
・
更
新
コ
ス
ト
を
縮
減
す
べ

く
、
こ
の
手
法
の
活
用
を
検
討
し

て
は
ど
う
か
。

答
Ｐ
Ｐ
Ｐ
（
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
）
に
つ
い
て
は
、
本
市
で

は
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
図
書
館
な
ど
、

施
設
の
管
理
運
営
を
民
間
な
ど
に

行
わ
せ
る
指
定
管
理
者
制
度
を
平

成
18
年
度
か
ら
導
入
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
が
保
有
す
る
土
地
を
貸

し
て
民
間
事
業
者
が
大
規
模
太
陽

光
発
電
事
業
を
展
開
す
る
「
茂
原

市
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
設
置
事
業
」
な

ど
、
行
政
と
民
間
が
連
携
し
て
事

業
を
実
施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
は
施
設
の
建
設

な
ど
に
民
間
の
資
金
を
活
用
す
る

Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
代
表
的
な
取
り
組
み
で

あ
り
、財
政
負
担
の
軽
減
・
平
準
化

を
図
る
有
効
な
手
法
と
考
え
て
い

る
。今
後
の
公
共
施
設
等
の
更
新
・

管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
民
間
の
資

金
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
に
つ
い
て
、

様
々
な
角
度
か
ら
研
究
し
て
い
く
。

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
の
防

災
力
の
向
上
に
繋
が
る
も
の
と
考

え
て
お
り
、
本
年
度
、
県
の
補
助

事
業
を
活
用
し
て
日
本
防
災
士
会

に
業
務
を
委
託
し
、
災
害
図
上
訓

練
指
導
員
養
成
講
座
を
実
施
し
た
。

講
座
に
は
、
災
害
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
防
災
士
な
ど
の
防
災
知
識

を
有
す
る
市
民
か
ら
の
申
し
込
み

が
あ
り
、
指
導
員
と
し
て
養
成
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

○
早
野
水
門
の
水
害
対
策
に
つ

い
て

問
県
が
実
施
す
る
一
宮
川
の
対
策

で
は
、「
外
水
」
に
よ
る
浸
水
被

害
の
軽
減
が
必
要
で
あ
り
、
検
討

中
の
早
野
水
門
の
排
水
ポ
ン
プ
に

つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
整
備

す
る
の
か
、
ま
た
、
水
門
に
セ
ン

サ
ー
を
設
置
す
る
な
ど
、
自
動
的

に
開
閉
す
る
こ
と
が
可
能
か
伺
う
。

答
早
野
水
門
の
排
水
ポ
ン
プ
に
つ

い
て
は
、
施
設
の
整
備
に
向
け
た

設
計
を
行
い
、
現
在
は
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て
、
県
と
協
議
を

行
っ
て
い
る
。
市
と
し
て
は
、
県

が
実
施
す
る
第
二
調
節
池
の
増
設

や
堤
防
嵩
上
げ
な
ど
の
、
一
宮
川

の
浸
水
対
策
と
整
合
を
図
り
な
が

ら
、
早
期
の
整
備
に
向
け
取
り
組

ん
で
い
く
。

　

ま
た
、
水
門
の
自
動
開
閉
に
つ

い
て
は
、
技
術
的
に
は
可
能
と
考

え
て
い
る
の
で
、
ポ
ン
プ
施
設
の

整
備
と
合
わ
せ
て
、
県
と
協
議
し

て
い
く
。

一

般

質

問

そ
の
他
の
質
問
事
項

そ
の
他
の
質
問
事
項

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

佐
藤　

栄
作
議
員 

（
公
明
党
）

○
防
災
訓
練
に
つ
い
て

問
防
災
訓
練
に
は
、
個
別
訓
練
や

行
政
・
関
係
機
関
等
が
連
携
を
図

る
総
合
防
災
訓
練
の
他
に
、
ゲ
ー

ム
感
覚
で
行
え
る
「
Ｈ
Ｕ
Ｇ
」
や

「
Ｄ
Ｉ
Ｇ
」が
あ
る
。本
市
で
の
、こ

れ
ら
の
訓
練
へ
の
取
り
組
み
状
況
、

ま
た
、
そ
の
必
要
性
及
び
Ｄ
Ｉ
Ｇ

の
指
導
員
の
養
成
に
つ
い
て
伺
う
。

答
「
Ｈ
Ｕ
Ｇ
（
避
難
所
運
営
ゲ
ー

ム
）」
に
よ
る
訓
練
に
つ
い
て
は
、

一
般
財
団
法
人
消
防
科
学
総
合
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
「
市
町
村
防
災
力

出
前
研
修
」
と
し
て
、
市
の
避
難

所
担
当
職
員
を
対
象
に
平
成
26
年

８
月
に
実
施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
Ｄ
Ｉ
Ｇ
（
災
害
想
像

力
ゲ
ー
ム
）」
は
、
地
域
の
災
害

へ
の
強
さ
・
弱
さ
を
知
り
、
ど
の

よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
理
解
す
る

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

前
田　

正
志
議
員 

（
も
ば
ら
21
）

○
在
宅
で
の「
み
と
り
」に
つ
い
て

問
高
齢
者
の
在
宅
介
護
に
お
い
て
、

在
宅
で
の
「
み
と
り
」
に
つ
い
て

の
市
の
認
識
は
。
ま
た
、
往
診
や

訪
問
看
護
、
夜
間
に
お
け
る
在
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
現
状
と
今
後
の

見
通
し
に
つ
い
て
伺
う
。

答
在
宅
で
の「
み
と
り
」に
つ
い
て

は
、
人
生
の
終
わ
り
の
時
期
を
ど

こ
で
、
誰
と
、
ど
ん
な
風
に
過
ご

し
た
い
か
、
本
人
や
家
族
で
考
え
、

話
し
合
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

自
宅
で
の「
み
と
り
」は
、
介
護
す

る
家
族
に
負
担
が
か
か
る
事
や
、

症
状
が
急
変
し
た
際
の
対
応
に
不

安
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
、

望
む
人
は
、
自
宅
で
の「
み
と
り
」

も
選
択
肢
と
な
る
よ
う
、
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
で
は
、
本
人
と

家
族
を
支
え
る
た
め
に
、往
診
医
・

訪
問
看
護
・
在
宅
環
境
整
備
な
ど

が
必
要
と
考
え
て
い
る
。



第128号	 議 会 だ よ り	 平成28年5月15日

3

　

ま
た
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
現
状
に
つ
い
て
は
、
往
診
対
応

可
能
な
医
療
機
関
は
市
内
53
医
療

機
関
の
内
４
施
設
、
相
談
に
よ
り

対
応
す
る
が
14
施
設
と
な
っ
て
お

り
、
医
療
機
関
の
受
け
入
れ
は
少

な
い
状
況
で
、
訪
問
看
護
事
業
所

も
国
の
調
査
に
よ
る
人
口
10
万
人

あ
た
り
の
訪
問
看
護
事
業
所
平
均

数
７
事
業
所
を
下
回
る
３
施
設
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
医
療
機
関

や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
整

備
、
医
師
や
看
護
師
の
人
材
確
保

を
図
り
、
在
宅
医
療
と
介
護
の
提

供
体
制
の
構
築
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

○
安
心
、
安
全
な
道
路
、
橋
梁

の
整
備
に
つ
い
て

問
道
路
や
橋
梁
の
改
修
・
整
備
に

お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
つ
い

て
の
市
の
考
え
は
。
ま
た
、
通
学

路
で
は
危
険
箇
所
の
調
査
や
改
修

が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
事

故
多
発
箇
所
の
整
備
に
つ
い
て
、

警
察
と
の
意
見
交
換
等
を
行
っ
て

進
め
て
い
る
の
か
伺
う
。

答
高
齢
者
等
が
使
い
易
く
安
心
・

安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
、改
修
・

整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
歩
道
面
と

車
道
面
の
高
低
差
を
小
さ
く
し
た

バ
リ
ア
フ
リ
ー
歩
道
の
構
造
基
準

に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
事
故
多
発
箇
所
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
事
故
が
多
発
す
る

交
差
点
や
死
亡
事
故
現
場
な
ど
、

茂
原
警
察
署
と
年
間
５
件
か
ら
10

件
程
度
の
現
場
立
会
い
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
際
に
交
通
事
故
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
の
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
る
。

政
策
と
し
て
、「
安
心
・
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
」、「
雇
用
の
場
の
創

出
に
向
け
た
産
業
振
興
」、「
更
な

る
行
財
政
改
革
の
推
進
」、
さ
ら

に
は
、「
子
育
て
支
援
」
や
「
医
療
・

福
祉
の
充
実
」
等
に
重
点
的
に
取

り
組
み
、
茂
原
市
の
創
生
を
図
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
医
療
の
充
実
に
つ
い
て

は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
産
科
問

題
対
応
、長
生
病
院
の
医
師
・
看
護

師
対
策
に
つ
い
て
推
進
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
産
科
問
題
に
つ
い

て
は
、来
年
度
以
降
も「
長
生
郡
市

産
科
医
療
問
題
等
検
討
会
」
に
お

け
る
検
討
を
し
て
も
ら
い
、
長
生

病
院
の
医
師
・
看
護
師
対
策
に
つ

い
て
は
、
長
生
病
院
内
に
設
置
の

「
医
師
・
看
護
師
確
保
対
策
室
」
で

取
り
組
ん
で
も
ら
う
。
な
お
、
財

政
的
な
面
も
含
め
た
医
療
の
充
実

に
つ
い
て
、
広
域
及
び
７
市
町
村

で
協
議
中
で
あ
り
、
事
業
に
よ
っ

て
は
国
及
び
県
か
ら
の
補
助
金
、

交
付
金
が
可
能
か
協
議
し
て
い
く
。

○
国
の
平
成
27
年
度
補
正
予
算

の
活
用
に
つ
い
て

問
「
臨
時
福
祉
給
付
金
・
年
金
生

活
者
等
支
援
給
付
金
給
付
事
業
」

に
期
待
す
る
効
果
と
申
請
漏
れ
対

策
に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
中
小

企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
設
備
投

資
や
サ
ー
ビ
ス
・
試
作
品
の
開
発
、

生
産
・
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
を

支
援
す
る
補
助
金
の
活
用
に
つ
い

て
伺
う
。

答
市
と
し
て
は
、
本
事
業
の
実
施

に
よ
り
、
低
年
金
受
給
者
を
含
む

低
所
得
の
高
齢
者
の
所
得
の
底
上

げ
を
図
り
、
消
費
喚
起
を
促
し
、

景
気
の
下
支
え
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
。
申
請
漏
れ
対
策
と

し
て
は
、
今
年
度
実
施
し
た
給
付

金
の
実
績
等
を
活
用
し
、
あ
ら
か

じ
め
対
象
者
氏
名
の
フ
リ
仮
名
等

を
印
字
し
た
申
請
書
等
を
直
接
対

象
者
に
送
付
し
て
、
申
請
が
し
や

す
い
よ
う
配
慮
し
て
い
く
。
さ
ら

に
、
広
報
も
ば
ら
や
自
治
会
回
覧

な
ど
に
よ
り
本
給
付
金
の
周
知
に

努
め
る
。

　

ま
た
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
支
援
策
と
し
て
は
「
も
の
づ

く
り
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
新
展
開

支
援
補
助
金
」
が
あ
り
、
補
助
金

の
申
請
に
は
、
商
工
会
議
所
、
金

融
機
関
、
税
理
士
等
の
認
定
支
援

機
関
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
必
要
で

あ
る
。
今
後
も
そ
れ
ぞ
れ
の
認
定

支
援
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら

補
助
金
の
周
知
に
努
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

そ
の
他
の
質
問
事
項

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

山
田　

広
宣
議
員 

（
公
明
党
）

○
市
長
の
市
政
運
営
基
本
方
針

に
つ
い
て

問
平
成
28
年
度
の
ス
タ
ー
ト
に
あ

た
り
、
市
長
の
市
政
運
営
全
般
に

対
す
る
取
り
組
み
と
、
特
に
力
を

入
れ
る
政
策
に
つ
い
て
伺
う
。
ま

た
、
特
に
「
医
療
の
充
実
」
に
つ

い
て
、
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
具
体

的
な
進
め
方
、
及
び
財
政
的
な
裏

付
け
に
つ
い
て
伺
う
。

答
平
成
28
年
度
が
最
終
年
度
と
な

る
「
第
５
次
３
か
年
実
施
計
画
」

及
び
「
行
財
政
改
革
第
６
次
実
施

計
画
」
と
の
整
合
を
基
本
に
、
投

資
効
果
や
緊
急
性
を
十
分
勘
案
し
、

事
業
を
推
進
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
特
に
力
を
注
い
で
い
き
た
い

小
久
保
と
も
こ
議
員 

（
公
明
党
）

○
女
性
の
活
躍
推
進
に
つ
い
て

問
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て

は
、
相
談
で
き
ず
に
潜
在
し
て
い

る
事
案
も
多
い
実
情
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
相
談
へ
と
繋
げ
る
た
め
に
、

点
在
し
て
い
る
女
性
に
関
す
る
支

援
情
報
を
一
元
的
に
提
供
す
る

「
女
性
の
活
躍
支
援
サ
イ
ト
」
を

立
ち
上
げ
て
は
如
何
か
。

答
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
セ
ク
ハ
ラ
・
パ

ワ
ハ
ラ
防
止
の
た
め
に
」
の
項
目
を

設
け
、
各
事
業
主
に
防
止
対
策
を

講
じ
る
よ
う
啓
発
に
努
め
る
と
と

も
に
、
相
談
窓
口
と
し
て
千
葉
労

働
局
が
行
う「
総
合
労
働
相
談
コ
ー

ナ
ー
」
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、セ
ク
ハ
ラ
、マ
タ
ハ
ラ

等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
悩
む
方
へ

の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
に
よ
っ
て
相
談
す
る
先
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
支
援
情
報
や
相

談
窓
口
に
つ
い
て
一
元
的
に
情
報

提
供
が
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
、

関
係
各
課
と
連
携
し
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
内
容
を
見
直
し
て
い
く
。

○
障
が
い
者
の
相
談
支
援
に
つ
い
て

問
障
が
い
者
の
地
域
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
は
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
や
相
談
支
援

の
充
実
は
不
可
欠
で
あ
る
。
近
年

の
相
談
件
数
の
増
加
や
内
容
も
多

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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岐
に
渡
る
た
め
、「
基
幹
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
含
め
た
、
体
制

の
強
化
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
相
談
業
務
に
つ
い
て
は
、
障
害

者
数
の
増
加
や
必
要
な
支
援
の
多

様
化
に
よ
り
、
よ
り
高
い
専
門
性

と
多
く
の
時
間
が
必
要
と
な
っ
て

き
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
現

在
、
長
生
郡
内
市
町
村
及
び
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
障
害
者

関
係
団
体
等
で
構
成
す
る
長
生
郡

市
総
合
支
援
協
議
会
の
相
談
支
援

部
会
に
て
長
生
圏
域
の
相
談
支
援

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
設
置
に
つ
い
て
は
、現
在
、課

題
の
洗
い
出
し
や
、
設
置
市
で
あ

る
松
戸
市
職
員
を
招
い
て
の
研
修

を
行
い
、
長
生
地
域
に
適
し
た
組

織
づ
く
り
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
い
る
。
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
の
設
置
形
態
に
は
各
種
の
手

法
が
あ
る
の
で
、
設
置
に
あ
た
っ

て
は
相
談
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
本
市
に
適
し
た
最
も
効

果
的
な
形
態
を
検
討
し
て
い
く
。

て
多
く
の
市
民
に
ス
ポ
ー
ツ
に
慣

れ
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
て

も
、
環
境
や
施
設
が
伴
わ
な
け
れ

ば
絵
に
描
い
た
餅
に
な
っ
て
し
ま
う
。

現
在
あ
る
茂
原
市
の
ス
ポ
ー
ツ
施

設
の
状
況
、
状
態
に
つい
て
伺
う
。

答
教
育
委
員
会
所
管
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
は
、
市
民
体
育
館
と
東
部
台

文
化
会
館
体
育
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。

市
民
体
育
館
は
、
昭
和
57
年
開
館

以
来
34
年
が
経
過
し
、
施
設
の
老

朽
化
が
進
ん
で
い
る
。
現
在
も
雨

漏
り
や
床
の
塗
装
等
の
改
修
を
実

施
し
な
が
ら
利
用
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
一
方
、
東
部
台
文
化
会

館
体
育
セ
ン
タ
ー
は
、
昭
和
61
年

に
開
館
以
来
30
年
を
経
過
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
大
規
模
な
改
修

を
必
要
と
す
る
雨
漏
り
等
の
損
傷

は
発
生
し
て
い
な
い
。

　

都
市
建
設
部
所
管
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
は
、
野
球
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
を
は
じ
め
、
サ
ッ
カ
ー
や
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
等
が
楽
し
め
る
多
目
的

広
場
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
な
ど
が

設
置
さ
れ
た
富
士
見
公
園
が
あ
る
。

施
設
の
状
態
は
、
経
年
に
よ
る
劣

化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
必

要
箇
所
の
修
繕
に
努
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
昨
年
度
は

野
球
場
及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の

フ
ェ
ン
ス
の
改
修
、
野
球
場
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
改
良
工
事
を
行
い
、
今

年
度
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
外
壁
補

修
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
も
引
き
続
き
、
施
設
の
適
切

な
維
持
管
理
に
努
め
て
い
く
。

着
手
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
安
全

対
策
と
し
て
交
差
点
内
に
張
り
出

し
て
い
る
歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

の
一
部
を
撤
去
す
る
と
と
も
に
、

交
差
点
内
に
も
区
画
線
を
設
置
し

対
応
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

後
現
在
ま
で
事
故
の
報
告
も
受
け

て
い
な
い
た
め
、
効
果
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
て
い
る
。

○
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
の

拡
充
に
つ
い
て

問
子
ど
も
医
療
費
無
料
化
は
長
生

郡
内
で
４
町
村
が
高
校
３
年
ま
で

拡
大
し
て
お
り
、
本
市
も
重
要
な

子
育
て
支
援
策
と
し
て
同
様
に
拡

充
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
所
得

制
限
に
よ
り
制
度
を
享
受
で
き
な

い
世
帯
も
あ
る
が
、
ど
の
子
も
平

等
に
医
療
を
受
け
る
権
利
か
ら
、

所
得
制
限
を
撤
廃
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
市
の
考
え
は
。

答
子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
環

境
整
備
の
た
め
の
子
育
て
支
援
策

と
し
て
、
子
ど
も
の
医
療
費
助
成

の
重
要
性
は
十
分
認
識
し
て
お
り
、

本
市
も
現
在
実
施
中
の
第
５
次
３

か
年
実
施
計
画
の
中
で
、
通
院
・

調
剤
助
成
を
小
学
校
３
年
生
か
ら

中
学
校
３
年
生
ま
で
拡
充
し
た
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た

財
源
の
中
で
長
期
的
な
見
通
し
を

も
っ
て
、
有
効
な
子
育
て
支
援
策

の
選
択
及
び
制
度
の
安
定
的
実
施

に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

そ
の
他
の
質
問
事
項

そ
の
他
の
質
問
事
項

田
畑　
　

毅
議
員 

（
も
ば
ら
21
）

○
茂
原
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
に
つ
い
て

問
総
合
戦
略
に
お
け
る
少
子
化
対

策
に
つ
い
て
、
少
子
化
対
策
に
お
い

て
は
産
科
医
の
充
実
は
無
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
市
の
現

状
を
踏
ま
え
て
、
今
後
ど
の
よ
う

な
施
策
を
と
って
い
く
の
か
伺
う
。

答
市
内
の
産
科
医
に
つ
い
て
は
、

平
成
17
年
に
５
医
療
施
設
あ
っ
た

が
、
現
在
２
医
療
施
設
と
な
っ
て

お
り
、
市
内
の
約
40
％
の
妊
婦
が

市
外
の
医
療
施
設
で
出
産
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

医
師
や
長
生
郡
市
７
市
町
村
保

健
担
当
課
長
等
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る

「
長
生
郡
市
産
科
医
療
問
題
等
検

討
会
」
を
設
置
し
、
郡
市
内
や
医

療
圏
内
で
の
産
科
医
集
約
も
念
頭

に
置
い
て
「
長
生
郡
市
に
お
け
る

10
年
後
の
あ
る
べ
き
産
科
医
療
体

制
」
等
に
つい
て
検
討
を
行
って
い
る
。

　

検
討
会
で
は
、
具
体
的
に
、
分

娩
医
療
機
関
の
集
約
化
、助
産
師
・

看
護
師
に
対
す
る
奨
学
金
、
妊
産

婦
へ
の
支
援
策
等
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
る
。

○
茂
原
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画

に
つ
い
て

問
素
晴
ら
し
い
推
進
計
画
を
策
定

し
、
ソ
フ
ト
面
で
の
充
実
を
図
っ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

平　

ゆ
き
子
議
員 

（
日
本
共
産
党
茂
原
市
議
団
）

○
八
丁
寺
住
宅
脇
交
差
点
改
良

に
つ
い
て

問
八
丁
寺
住
宅
脇
交
差
点
は
、
道

路
セ
ン
タ
ー
が
ず
れ
、
安
全
確
認

し
づ
ら
い
大
変
危
険
な
交
差
点
で

あ
る
。
朝
夕
の
通
勤
通
学
の
時
間

帯
は
、
国
道
409
号
の
抜
け
道
と
し

て
車
両
も
多
い
中
、
圏
央
道
開
通

に
よ
る
交
通
量
も
急
増
し
、
危
険

度
が
増
し
て
い
る
。
早
急
な
改
善

が
必
要
と
思
う
が
、
市
の
考
え
は
。

答
本
交
差
点
に
つ
い
て
は
、東
西
・

南
北
の
路
線
と
も
に
道
路
セ
ン

タ
ー
が
大
き
く
ず
れ
て
い
る
た
め
、

円
滑
な
車
両
通
行
の
妨
げ
に
な
っ

て
お
り
、
ま
た
、
国
県
道
や
幹
線

市
道
を
結
ぶ
路
線
で
あ
り
、
交
通

量
も
多
い
こ
と
か
ら
、
交
差
点
改

良
の
必
要
性
は
認
識
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
道
路
線
形
の

変
更
に
よ
っ
て
既
存
の
住
宅
に
も

影
響
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
早
期

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

と
で
あ
る
の
で
、
今
後
の
動
向
を

注
視
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。
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え
て
い
る
。

　

所
得
制
限
の
撤
廃
に
つ
い
て
は
、

昨
年
度
県
に
対
し
て
、
全
国
一
律

の
制
度
と
し
て
国
の
責
任
に
お
い

て
実
施
す
る
よ
う
、
国
に
働
き
か

け
る
こ
と
を
要
望
し
た
。
現
在
国

が
設
置
し
た
「
子
ど
も
医
療
制
度

の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
」

に
お
い
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
お

り
、
近
々
そ
の
内
容
が
ま
と
ま
る

と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
動
向
を

注
視
し
て
い
く
。

東
京
を
中
心
と
し
た
大
都
市
圏
に

お
い
て
は
一
定
の
効
果
が
見
ら
れ
、

本
市
の
平
成
28
年
度
当
初
予
算
に

お
い
て
も
個
人
市
民
税
や
地
方
消

費
税
交
付
金
等
の
伸
び
を
み
て
お

り
、
今
後
さ
ら
な
る
景
気
拡
大
を

期
待
し
て
い
る
。
現
在
審
議
中
の

国
の
予
算
に
お
い
て
、
経
済
政
策

は
重
要
政
策
と
位
置
付
け
ら
れ
て

お
り
、
消
費
や
労
働
の
分
野
な
ど

中
小
企
業
や
市
民
生
活
に
直
接
影

響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
茂
原
等
の
関
係
機

関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状

分
析
と
合
わ
せ
て
今
後
の
動
向
を

注
視
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
市
税
の
増
額
計
上
に
つ

い
て
は
、
個
人
市
民
税
の
給
与
所

得
を
積
算
す
る
際
に
参
考
と
し
て

い
る
毎
月
勤
労
統
計
調
査
の
賃
金

指
数
の
動
向
が
前
年
よ
り
も
プ
ラ

ス
に
転
じ
、
給
与
所
得
以
外
の
所

得
の
減
額
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、

給
与
所
得
の
そ
れ
を
上
回
る
伸
び

が
想
定
さ
れ
た
た
め
、
個
人
市
民

税
は
前
年
度
に
比
べ
増
額
を
見
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
。

○
国
保
に
つ
い
て

問
国
保
税
を
納
め
る
と
収
入
が
生

活
保
護
基
準
以
下
に
な
る
家
庭
が

あ
る
と
い
う
が
、
本
市
で
は
ど
う

か
。
ま
た
、
未
申
告
世
帯
の
実
態

把
握
と
対
応
、
軽
減
措
置
は
。
０

歳
児
か
ら
課
税
対
象
と
す
る
こ
と

や
、
子
ど
も
が
多
い
ほ
ど
増
え
る

均
等
割
は
、
子
育
て
支
援
に
逆
行

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
減

額
す
る
自
治
体
も
あ
る
中
、
本
市

の
考
え
を
伺
う
。

答
生
活
保
護
基
準
に
つ
い
て
は
年

齢
に
よ
り
基
準
額
が
変
わ
る
た
め
、

一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

世
帯
に
よ
っ
て
色
々
な
事
情
も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
基
準
を
下
回
る

世
帯
で
は
社
会
保
障
制
度
を
有
効

に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

未
申
告
世
帯
に
つ
い
て
は
、
市

民
税
課
で
は
が
き
等
に
よ
る
通
知

を
実
施
し
、
申
告
を
促
し
て
い
る
。

未
申
告
の
場
合
は
均
等
割
と
平
等

割
を
軽
減
せ
ず
に
賦
課
し
、
所
得

が
分
か
り
次
第
更
正
す
る
が
、
軽

減
対
象
の
方
の
場
合
は
不
利
益
と

な
る
の
で
、
窓
口
等
で
も
未
申
告

が
確
認
で
き
た
場
合
は
、
申
告
し

て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
子
ど
も
の
数
が
多
い
世

帯
の
方
が
、
少
な
い
世
帯
よ
り
も

受
益
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
多
く

の
受
益
に
見
合
う
負
担
を
い
た
だ

く
こ
と
は
、
被
保
険
者
数
を
基
礎

と
し
て
負
担
い
た
だ
く
均
等
割
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
合
理
性
が
あ

る
と
考
え
る
。し
か
し
、子
ど
も
の

多
い
世
帯
の
負
担
が
重
く
な
る
た

め
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て

国
も
議
論
を
進
め
て
行
く
と
の
こ

そ
の
他
の
質
問
事
項

そ
の
他
の
質
問
事
項

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

飯
尾　
　

暁
議
員 

（
日
本
共
産
党
茂
原
市
議
団
）

○
新
年
度
予
算
に
つ
い
て

問
予
算
編
成
に
は
経
済
情
勢
が
自

治
体
に
及
ぼ
す
影
響
の
十
分
な
検

討
が
必
要
で
あ
る
。
貧
困
と
格
差

が
拡
大
す
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
そ

の
影
響
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
ま

た
、
景
気
回
復
の
実
感
が
な
く
、

実
質
賃
金
も
低
下
し
、
個
人
の
収

入
が
伸
び
て
い
な
い
中
、
歳
入
で

市
税
の
増
額
計
上
を
し
て
い
る
根

拠
を
伺
う
。

答
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、

議
案
の
概
要

予
算
関
係

◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

９
億
９
２
７
４
万
８
千
円
を
追
加

し
、
そ
の
総
額
を
２
９
５
億
４
５

５
３
万
８
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
強
化
に
伴
う
情
報
化
推
進
事

業
の
増
、
財
政
調
整
基
金
積
立
金

の
増
、
制
度
改
正
等
に
伴
う
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
繰
出
金

の
増
、
臨
時
福
祉
給
付
金
・
年
金

生
活
者
等
支
援
給
付
金
給
付
事
業

の
増
、
制
度
改
正
に
伴
う
児
童
保

育
委
託
事
業
の
増
、
平
成
26
年
度

の
国
庫
負
担
金
の
精
算
に
伴
う
生

活
保
護
費
等
返
還
金
の
増
な
ど
に

よ
り
補
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

国
民
健
康
保
険
事
業
費
補
正
予
算

（
第
２
号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

２
億
３
１
７
８
万
４
千
円
を
追
加

し
、
そ
の
総
額
を
１
２
９
億
１
６

３
７
万
２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
一
般
被
保
険
者

療
養
給
付
費
及
び
高
額
療
養
費
に

係
る
給
付
金
の
増
、
平
成
26
年
度

療
養
給
付
費
等
負
担
金
の
清
算
に

伴
う
国
庫
支
出
金
等
返
還
金
の
増

に
よ
り
補
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

下
水
道
事
業
費
補
正
予
算
（
第
３

号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
５
０
万
３
千
円
を
追
加
し
、
そ

の
総
額
を
17
億
３
０
７
９
万
６
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
財
政
調
整
基
金

の
預
金
利
子
等
を
財
政
調
整
基
金

へ
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。

◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水
事
業
費
補
正
予
算

（
第
１
号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

20
万
６
千
円
を
追
加
し
、
そ
の
総

額
を
３
億
７
７
３
４
万
３
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
人
事
院
勧
告
に

基
づ
き
一
般
職
人
件
費
を
増
額
す

る
も
の
で
す
。

と
で
あ
る
の
で
、
今
後
の
動
向
を

注
視
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。
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◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

介
護
保
険
事
業
費
補
正
予
算
（
第

２
号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
５
５
３
万
６
千
円
を
減
額
し
、

そ
の
総
額
を
64
億
６
３
７
６
万
１

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］行
政
不
服
審
査
法
の
改
正

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

◎
茂
原
市
職
員
定
数
条
例
及
び
茂

原
市
証
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の一部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］一
般
職
職
員
に
お
け
る
勤

勉
手
当
の
改
定
に
準
じ
た
期
末
手

当
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］認
知
症
初
期
集
中
支
援
推

進
事
業
で
あ
る
「
認
知
症
初
期
集

中
支
援
チ
ー
ム
」
の
実
施
に
当
た

り
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
「
認
知

症
サ
ポ
ー
ト
医
」
に
つ
い
て
報
酬

を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］一
般
職
職
員
の
給
与
水
準

是
正
の
た
め
の
給
料
削
減
を
行
う

こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
に
率
先
し
て
市

長
、
副
市
長
の
給
料
月
額
を
削
減

す
る
ほ
か
、
一
般
職
職
員
に
お
け

る
勤
勉
手
当
の
改
定
に
準
じ
た
期

末
手
当
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
教
育
長
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］一
般
職
職
員
の
給
与
水
準

是
正
の
た
め
の
給
料
削
減
を
行
う

こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
に
率
先
し
て

教
育
長
の
給
料
月
額
を
削
減
す
る

ほ
か
、
一
般
職
職
員
に
お
け
る
勤

勉
手
当
の
改
定
に
準
じ
た
期
末
手

当
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
及
び
茂
原
市
一
般
職
の
任
期

付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

［
内
容
］千
葉
県
人
事
委
員
会
勧
告

に
準
拠
し
た
一
般
職
職
員
給
与
改

定
及
び
特
定
任
期
付
職
員
給
与
改

定
、
一
般
職
職
員
の
給
与
水
準
の

適
正
化
を
図
る
た
め
の
給
料
月
額

の
削
減
、
管
理
職
手
当
の
定
額
化

並
び
に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
変
更
を
行
う
た
め
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

た
議
会
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

平成28年度予算の概要
区　　　分 平成28年度

当初予算額　①
平成27年度
当初予算額　②

増減額　③
①－②

増減率
③／②

一　般　会　計 29,634,000 28,088,000 1,546,000 5.5

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 事 業 費 13,120,320 12,678,641 441,679 3.5
下 水 道 事 業 費 1,652,788 1,729,597 ▲76,809 ▲4.4
農 業 集 落 排 水 事 業 費 379,862 377,137 2,725 0.7
駐 車 場 事 業 費 90,991 91,526 ▲ 535 ▲ 0.6
介 護 保 険 事 業 費 6,585,280 6,397,940 187,340 2.9
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 1,043,915 934,158 109,757 11.7

小　　　計 22,873,156 22,208,999 664,157 3.0
合　　　計 52,507,156 50,296,999 2,210,157 4.4

◎
茂
原
市
職
員
の
退
職
管
理
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］地
方
公
務
員
法
が
改
正
さ

れ
、
退
職
管
理
に
関
す
る
規
定
が

新
た
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

退
職
管
理
の
適
正
な
確
保
及
び
円

滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
新
た
に

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

［
内
容
］茂
原
市
議
会
基
本
条
例
が

制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］行
政
不
服
審
査
法
の
改
正

に
伴
い
、公
文
書
公
開
請
求
や
個
人

情
報
開
示
請
求
等
に
係
る
審
査
請

求
に
つい
て
審
理
員
制
度
の
適
用
を

除
外
す
る
な
ど
関
係
す
る
条
例
の

改
正
を
一
括
し
て
行
う
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の一部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］地
方
公
務
員
法
が
改
正

さ
れ
、
人
事
評
価
制
度
と
退
職
管

理
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
の
公
表
に
つ
い
て

報
告
事
項
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の

組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］消
費
者
安
全
法
の
改
正
に

よ
り
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組

織
及
び
運
営
等
に
つ
い
て
条
例
に

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

新
た
に
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
行
政
不
服
審
査
会
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］行
政
不
服
審
査
法
の
改
正

に
伴
い
、
市
の
行
政
処
分
に
係
る

審
査
請
求
に
対
す
る
市
の
判
断
の

適
否
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て
、

諮
問
機
関
の
設
置
が
義
務
付
け
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

条
例
関
係

（単位：千円、％）

　

主
な
内
容
は
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
増
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

給
付
費
の
減
、
二
次
予
防
事
業
費

の
減
に
よ
り
補
正
す
る
も
の
で
す
。

◎
平
成
27
年
度
茂
原
市
特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
費
補
正

予
算
（
第
２
号
）

［
内
容
］歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
31
万
９
千
円
を
減
額
し
、
そ
の

総
額
を
９
億
２
２
２
９
万
２
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
職
員
の
変
動
等

に
伴
い
一
般
職
人
件
費
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。
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◎
茂
原
市
職
員
等
旅
費
支
給
条
例

及
び
茂
原
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］地
方
公
務
員
法
の
改
正
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
す
。

◎
茂
原
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］地
方
税
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
地
方
税
に
お
け
る
猶
予
制

度
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る

戸
籍
の
無
料
証
明
に
つ
い
て
規
定

す
る
と
と
も
に
、
既
存
住
宅
に
お

け
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

認
定
申
請
手
数
料
及
び
行
政
不
服

審
査
制
度
の
手
続
に
伴
う
書
類
等

の
写
し
の
交
付
手
数
料
に
つ
い
て

新
た
に
定
め
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
児
童
遊
園
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

［
内
容
］地
元
の
要
望
に
よ
り
児
童

遊
園
４
か
所
を
廃
止
す
る
も
の
で

す
。

◎
茂
原
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改

正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

［
内
容
］厚
生
労
働
省
令
で
規
定
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］厚
生
労
働
省
令
で
規
定
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］厚
生
労
働
省
令
で
規
定
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
中
小
企
業
融
資
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］住
工
混
在
地
域
か
ら
工
場

誘
導
地
区
へ
の
工
場
の
計
画
的
な

移
転
を
促
進
す
る
た
め
、
中
小
企

業
融
資
制
度
の
資
金
の
種
類
に
工

場
移
転
資
金
を
加
え
る
も
の
で
す
。

［
内
容
］圏
央
道
の
横
断
及
び
側
道

に
係
る
６
路
線
、（
仮
称
）
茂
原

長
柄
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
整
備
に
伴
う

４
路
線
及
び
一
般
交
通
の
利
便
性

を
高
め
る
た
め
の
４
路
線
、
計
14

路
線
を
認
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

［
内
容
］圏
央
道
建
設
の
道
路
整
備

に
よ
る
市
道
路
線
の
認
定
替
え
に

伴
い
、
１
路
線
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。

◎
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

［
内
容
］会
社
法
の
規
定
に
よ
り
相

手
方
会
社
が
解
散
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
株
式

に
は
資
産
的
な
価
値
が
な
い
も
の

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
資
に

よ
る
権
利
を
放
棄
す
る
も
の
で
す
。

た
議
会
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

次
回
の
定
例
会
は

6
月
1
日
（
水
）
か
ら

開
催
さ
れ
ま
す

月
日

会
　
議
　
内
　
容

6
月1
日
㈬

・
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

・
会
期
の
決
定

・
議
案
の
上
程
説
明

・
請
願
・
陳
情
の
上
程
後
委

員
会
付
託

8
日
㈬
・
一
般
質
問

9
日
㈭
・
一
般
質
問

10
日
㈮
・
議
案
質
疑
後
委
員
会
付
託

16
日
㈭
・
議
案
等
の
総
括
審
議

特
別
委
員
会
を
設
置

平
成
28
年
度
一
般
会
計

予
算
審
査
特
別
委
員
会
委
員

委
員
長　

腰　

川　

日
出
夫

副
委
員
長　

ま
す
だ　

よ
し
お

委
　
　
員　

飯　

尾　
　
　

暁

〃
　

小
久
保　

と
も
こ

〃
　

田　

畑　
　
　

毅

〃
　

佐　

藤　

栄　

作

〃
　

中　

山　

和　

夫

〃
　

森　

川　

雅　

之

〃
　

三　

橋　

弘　

明

〃
　

初　

谷　

智
津
枝

〃
　

市　

原　

健　

二

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

［
内
容
］平
成
28
年
度
税
制
改
正
大

綱
に
お
い
て
示
さ
れ
た
方
針
と
、

そ
の
施
行
に
伴
い
、
茂
原
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
専
決
処
分
を
行
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
承
認
を
求
め
る

も
の
で
す
。

◎
工
事
委
託
協
定
の
変
更
に
つ
い
て

［
内
容
］工
事
委
託
協
定
額
の
減
額

に
伴
い
、
変
更
協
定
を
締
結
す
る

も
の
で
す
。

◎
工
事
委
託
協
定
の
変
更
に
つ
い
て

［
内
容
］工
事
委
託
協
定
額
の
減
額

に
伴
い
、
変
更
協
定
を
締
結
す
る

も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

◎
下
水
道
使
用
料
の
徴
収
処
分
の

異
議
申
立
て
に
関
す
る
諮
問
に
つ

い
て

［
内
容
］下
水
道
使
用
料
の
徴
収
処

分
に
関
す
る
異
議
申
立
て
に
対
し

て
、
地
方
自
治
法
第
２
２
９
条
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
意

見
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
茂
原
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

［
内
容
］男
女
共
同
参
画
を
考
慮
し

そ
の
他

諮　

問

発
議
案
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平成28年第１回定例会　議員別表決結果一覧

議　員　名　等
議　案　名　等

審議結果

飯
　
尾
　
　
　
暁

小
久
保
　
と
も
こ

田
　
畑
　
　
　
毅

山
　
田
　
広
　
宣

平
　
　
　
ゆ
き
子

佐
　
藤
　
栄
　
作

前
　
田
　
正
　
志

金
　
坂
　
道
　
人

中
　
山
　
和
　
夫

山
　
田
　
き
よ
し

細
　
谷
　
菜
穂
子

森
　
川
　
雅
　
之

鈴
　
木
　
敏
　
文

ま
す
だ
　
よ
し
お

腰
　
川
　
日
出
夫

深
　
山
　
和
　
夫

三
　
橋
　
弘
　
明

初
　
谷
　
智
津
枝

竹
　
本
　
正
　
明

常
　
泉
　
健
　
一

市
　
原
　
健
　
二

報告 第１号 専決処分の承認を求めることについて 承認 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
案

第１号 平成27年度茂原市一般会計補正予算（第４号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２号 平成27年度茂原市特別会計国民健康保険事業費補正予

算（第２号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第３号 平成27年度茂原市特別会計下水道事業費補正予算（第
３号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第４号 平成27年度茂原市特別会計農業集落排水事業費補正予
算（第１号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第５号 平成27年度茂原市特別会計介護保険事業費補正予算
（第２号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第６号 平成27年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費補正
予算（第２号） 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第７号 平成28年度茂原市一般会計予算 可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第８号 平成28年度茂原市特別会計国民健康保険事業費予算 可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第９号 平成28年度茂原市特別会計下水道事業費予算 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第10号 平成28年度茂原市特別会計農業集落排水事業費予算 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第11号 平成28年度茂原市特別会計駐車場事業費予算 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第12号 平成28年度茂原市特別会計介護保険事業費予算 可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第13号 平成28年度茂原市特別会計後期高齢者医療事業費予算 可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第14号 茂原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条

例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第15号 茂原市行政不服審査会条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第16号 茂原市職員の退職管理に関する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第17号 茂原市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第18号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する
条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第19号 茂原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の
一部を改正する条例の制定について 可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第20号 茂原市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第21号 茂原市職員定数条例及び茂原市証人等に対する実費弁
償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第22号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第23号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第24号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第25号 茂原市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第26号
茂原市職員の給与に関する条例及び茂原市一般職の任
期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

可決 賛成多数 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第27号
茂原市職員等旅費支給条例及び茂原市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第28号 茂原市税条例の一部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第29号 茂原市手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第30号 茂原市児童遊園設置条例の一部を改正する条例の制定
について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第31号 茂原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第32号
茂原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第33号
茂原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第34号
茂原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第35号 茂原市中小企業融資等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第36号 工事委託協定の変更について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第37号 工事委託協定の変更について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第38号 茂原市道路線の認定について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第39号 茂原市道路線の廃止について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第40号 権利の放棄について 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮
問 第１号 下水道使用料の徴収処分の異議申立てに関する諮問に

ついて 適当 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
発
議
案

第１号 茂原市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ
いて 可決 全会一致 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※表の見方　　○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　退：退席　　除：除斥
※議長は表決に参加しないため、空欄になっています。


